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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積荷を運搬する運搬機械であって、
　走行装置と、
　前記走行装置の上方に配置される車体と、
　前記車体に設けられるベッセルと、
　前記ベッセルに積荷を積み込む積込機械を検出する第１検出装置と、
　前記第１検出装置の検出結果に基づいて、前記積込機械による積込位置に前記ベッセル
が配置されるように前記ベッセルの位置を調整する処理装置と、
　前記ベッセルの積荷の状態を検出する積荷検出装置と、を備え、
　前記処理装置は、前記積荷検出装置の検出結果に基づいて、前記積込機械に対する前記
ベッセルの位置を調整する、
運搬機械。
【請求項２】
　前記処理装置は、前記走行装置を制御して、前記ベッセルの位置を調整する請求項１に
記載の運搬機械。
【請求項３】
　前記車体に対して前記ベッセルを移動可能に支持する支持装置を備え、
　前記処理装置は、前記支持装置を制御して、前記ベッセルの位置を調整する請求項１又
は請求項２に記載の運搬機械。
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【請求項４】
　坑道において前記積荷を運搬し、
　前記坑道を検出する第２検出装置を備え、
　前記処理装置は、前記第２検出装置の検出結果に基づいて、前記ベッセルが目的位置に
配置されるように、前記目的位置に通じる前記坑道において前記走行装置を制御する請求
項１から請求項３のいずれか一項に記載の運搬機械。
【請求項５】
　前記目的位置は、前記ベッセルに積荷が積み込まれる積込位置、及び前記ベッセルから
積荷が排出される排土位置の一方又は両方を含む請求項４に記載の運搬機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運搬機械及び管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉱山における採掘方法として、地表から採掘する露天採掘と、地下から採掘する坑内採
掘とが知られている。環境に対する負荷の低減、及び鉱石の存在部位の深部化などにより
、近年においては、坑内採掘が採用されるケースが増えている。特許文献１には、坑内に
おいて稼働する運搬機械に関する技術の一例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７８９９５９９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　坑内採掘に使用される運搬機械は、露天採掘とは異なる環境で稼働する。例えば、運搬
機械は、坑道を走行する必要がある。そのため、坑内採掘に使用される運搬機械は、坑内
採掘の環境に適した形態を有する必要がある。
【０００５】
　本発明は、坑内採掘の現場においても、作業を円滑に行うことができる運搬機械及び管
理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る運搬機械は、積荷を運搬する運搬機械であって、走行装置と、前記走行装
置の上方に配置される車体と、前記車体に設けられるベッセルと、前記ベッセルに積荷を
積み込む積込機械を検出する第１検出装置と、前記第１検出装置の検出結果に基づいて、
前記積込機械による積込位置に前記ベッセルが配置されるように前記ベッセルの位置を調
整する処理装置と、を備える。
【０００７】
　前記処理装置は、前記走行装置を制御して、前記ベッセルの位置を調整してもよい。
【０００８】
　前記車体に対して前記ベッセルを移動可能に支持する支持装置を備え、前記処理装置は
、前記支持装置を制御して、前記ベッセルの位置を調整してもよい。
【０００９】
　前記ベッセルの積荷の状態を検出する積荷検出装置を備え、前記処理装置は、前記積荷
検出装置の検出結果に基づいて、前記積込機械に対する前記ベッセルの位置を調整しても
よい。
【００１０】
　坑道において前記積荷を運搬し、前記坑道を検出する第２検出装置を備え、前記処理装
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置は、前記第２検出装置の検出結果に基づいて、前記ベッセルが目的位置に配置されるよ
うに、前記目的位置に通じる前記坑道において前記走行装置を制御してもよい。
【００１１】
　本発明に係る運搬機械は、坑道において積荷を運搬する運搬機械であって、走行装置と
、前記走行装置の上方に配置される車体と、前記車体に設けられるベッセルと、前記坑道
を検出する第２検出装置と、前記第２検出装置の検出結果に基づいて、前記ベッセルが目
的位置に配置されるように、前記目的位置に通じる前記坑道において前記走行装置を制御
する処理装置と、を備える。
【００１２】
　前記第２検出装置は、前記坑道の壁面との相対位置を検出し、前記処理装置は、前記第
２検出装置の検出結果に基づいて、前記壁面に沿って走行するように前記走行装置を制御
してもよい。
【００１３】
　前記第２検出装置は、前記坑道の壁面を検出し、前記坑道の壁面に関する情報を記憶す
る記憶装置を備え、前記処理装置は、前記第２検出装置で検出した前記坑道の壁面の検出
結果と、前記記憶装置の情報とに基づいて、前記坑道において前記走行装置を制御しても
よい。
【００１４】
　前記第２検出装置は、前記坑道に設けられたマークを検出し、前記処理装置は、前記第
２検出装置で検出した前記マークの検出結果に基づいて、前記坑道において前記走行装置
を制御してもよい。
【００１５】
　推測航法に基づいて基準位置に対する相対位置を検出する相対位置検出装置を備え、前
記処理装置は、前記第２検出装置の検出結果から求められた前記坑道における絶対位置に
関する情報に基づいて、前記相対位置検出装置の検出結果を補正してもよい。
【００１６】
　前記目的位置は、前記ベッセルに積荷が積み込まれる積込位置、及び前記ベッセルから
積荷が排出される排土位置の一方又は両方を含んでもよい。
【００１７】
　本発明に係る管理システムは、坑道を走行可能な運搬機械と、前記運搬機械のベッセル
に積荷を積み込む積込機械との相対位置を検出する位置検出装置と、前記位置検出装置の
検出結果に基づいて、前記積込機械による積込位置に前記ベッセルが配置されるように前
記ベッセルの位置を調整する処理装置と、を備える。
【００１８】
　本発明に係る管理システムは、坑道を走行可能な運搬機械の位置を検出する位置検出装
置と、前記位置検出装置の検出結果に基づいて、前記運搬機械のベッセルが目的位置に配
置されるように、前記目的位置に通じる前記坑道において前記運搬機械の走行装置を制御
する処理装置と、を備える。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、坑内採掘の現場においても、作業を円滑に行うことができる運搬機械
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本実施形態に係る採掘現場の一例を示す模式図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る坑道の一例を示す模式図である。
【図３】図３は、図２の一部を拡大した図である。
【図４】図４は、本実施形態に係る運搬機械の一例を示す斜視図である。
【図５】図５は、本実施形態に係る運搬機械の一例を示す側面図である。
【図６】図６は、本実施形態に係る運搬機械の一例を示す上面図である。
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【図７】図７は、本実施形態に係る運搬機械の一例を示す正面図である。
【図８】図８は、本実施形態に係る走行装置の一例を示す模式図である。
【図９】図９は、本実施形態に係る走行装置の一例を示す模式図である。
【図１０】図１０は、本実施形態に係る支持装置の一例を示す模式図である。
【図１１】図１１は、本実施形態に係るベッセルの動作の一例を示す模式図である。
【図１２】図１２は、本実施形態に係るベッセルの動作の一例を示す模式図である。
【図１３】図１３は、本実施形態に係るベッセルの動作の一例を示す模式図である。
【図１４】図１４は、本実施形態に係る処理装置及び検出システムの一例を示すブロック
図である。
【図１５】図１５は、本実施形態に係る検出システムの一例を示す模式図である。
【図１６】図１６は、本実施形態に係る検出システムの一例を示す模式図である。
【図１７】図１７は、本実施形態に係る管理装置の一例を示すブロック図である。
【図１８】図１８は、本実施形態に係る運搬機械の動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１９】図１９は、本実施形態に係る積込機械により運搬機械に積荷が積み込まれてい
る状態の一例を示す斜視図である。
【図２０】図２０は、本実施形態に係る積込機械により運搬機械に積荷が積み込まれてい
る状態の一例を示す側面図である。
【図２１】図２１は、本実施形態に係る積込機械によりベッセルに積荷が積み込まれてい
る状態の一例を示す模式図である。
【図２２】図２２は、本実施形態に係る運搬機械から積荷が排出されている状態の一例を
示す図である。
【図２３】図２３は、本実施形態に係る運搬機械の一例を示す正面図である。
【図２４】図２４は、本実施形態に係る機器の交換作業の一例を説明するための模式図で
ある。
【図２５】図２５は、本実施形態に係る検出システムの処理の一例を示す模式図である。
【図２６】図２６は、本実施形態に係る保護部材の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに
限定されない。以下の説明においては、水平面内の所定方向をＸ０軸方向、水平面内にお
いてＸ軸方向と直交する方向をＹ０軸方向、Ｘ０軸方向及びＹ０軸方向のそれぞれと直交
する方向をＺ０軸方向として、各部の位置関係を適宜説明する。
【００２２】
＜採掘現場の概要＞
　図１は、本実施形態に係る運搬機械１及び積込機械２が稼働する現場の一例を示す模式
図である。運搬機械１及び積込機械２は、地下から鉱石を採掘する坑内採掘に使用される
。運搬機械１は、坑道Ｒにおいて積荷を運搬する鉱山機械の一種であり、積込機械２は、
運搬機械１に積荷を積み込む鉱山機械の一種である。本実施形態においては、ブロックケ
ービング工法により採掘が行われる。ブロックケービング工法とは、鉱体（鉱脈）の下部
に、鉱石の抽出部ＤＰと、抽出された鉱石を搬送するための坑道Ｒとを設け、その抽出部
ＤＰの上部をアンダーカットして発破し、鉱石を自然崩落させることによって、その抽出
部ＤＰから鉱石を採取する工法をいう。鉱脈の下部から鉱石が抽出されると、崩落が上部
まで伝播するため、鉱脈の鉱石を効率良く抽出することができる。
【００２３】
　本実施形態においては、管理装置８０を有する管制施設３が地上又は坑内に配置される
。管制施設３を含む管理システム１００によって採掘現場が管理される。管制施設３は、
通信システム４を介して、運搬機械１及び積込機械２を含む坑内の鉱山機械と通信可能で
ある。本実施形態において、通信システム４は、Ｗｉ－Ｆｉのような無線通信を含む。通
信システム４は、管制施設３と有線で接続され、坑内に配置される中継器４Ａを有する。
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運搬機械１及び積込機械２の一方又は両方は、中継器４Ａを介して、管制施設３と通信す
る。
【００２４】
　図２は、坑内の一例を示す模式図であり、図３は、図２の一部を拡大した図である。本
実施形態において、坑道Ｒは、運搬機械１が走行する第１坑道ＤＲと、抽出部ＤＰと結ば
れ、積込作業を行う積込機械２が配置される第２坑道ＣＲと、を含む。本実施形態におい
て、運搬機械１は、無人車であり、決められた経路ＣＳに従って、坑道Ｒを自律走行する
。運搬機械１に対する積込機械２による積込作業が行われる積込位置ＬＰは、第２坑道Ｃ
Ｒ又はその近傍に定められる。また、坑内には、運搬機械１により運搬された積荷が排出
される排土位置ＯＰが設けられる。
【００２５】
　抽出部ＤＰは、ドローポイント又はドローベルとも呼ばれる。以下の説明においては、
抽出部ＤＰを、ドローポイントＤＰ、と称する。また、以下の説明においては、第１坑道
ＤＲを、ドリフトＤＲ、と称し、第２坑道ＣＲを、クロスカットＣＲ、と称し、排土位置
ＯＰを、オアパスＯＰ、と称する。なお、ドローポイントＤＰ及び積込位置ＬＰを含む領
域を、積込場所、と称してもよい。また、オアパスＯＰを含む領域を、排土場所、と称し
てもよい。運搬機械１は、ドローポイントＤＰ近傍の積込位置ＬＰにおいて積込機械２に
より積荷を積み込まれた後、ドリフトＤＲを走行して、オアパスＯＰまで移動し、そのオ
アパスＯＰにおいて、積荷を排出する。
【００２６】
　以下の説明においては、便宜上、運搬機械１が走行する坑道Ｒの路面とＸ０Ｙ０平面（
水平面）とが実質的に平行であることとする。なお、実際には、坑道Ｒの路面は、凹凸を
有していたり、上り坂及び下り坂を有していたりする場合が多い。
【００２７】
　図２において、ドリフトＤＲは、Ｘ０Ｙ０平面内に複数設けられる。ドリフトＤＲは、
ＸＸ０軸方向に複数配置され、それぞれがＹ０軸方向に長い第１のドリフトＤＲ１と、そ
の第１のドリフトＤＲ１の端部を結ぶ第２のドリフトＤＲ２と、を含む。オアパスＯＰは
、第２のドリフトＤＲ２に設けられる。
【００２８】
　図３に示すように、１つの第１のドリフトＤＲ１に対して両側にクロスカットＣＲが配
置される。運搬機械１は、両側に配置されたクロスカットＣＲの少なくとも一方に配置さ
れている積込機械２によって積荷を積み込まれる。
【００２９】
＜運搬機械＞
　次に、運搬機械１について説明する。図４は、運搬機械１の一例を示す斜視図であり、
図５は、運搬機械１の一例を示す側面図であり、図６は、運搬機械１の一例を示す上面図
であり、図７は、運搬機械１の一例を示す正面図である。
【００３０】
　以下の説明においては、便宜上、運搬機械１の車幅方向をＸ軸方向とする。また、以下
の説明においては、便宜上、直進時における運搬機械１の走行方向（進行方向）とＹ軸方
向とが平行であることとし、運搬機械１が＋Ｙ方向に前進することとする。運搬機械１の
直進時において、車輪（前輪８及び後輪９）の回転軸とＸ軸方向とは平行であり、車輪の
回転軸とＹ軸とは直交する。図中の矢印方向をそれぞれ、＋Ｘ方向、＋Ｙ方向、及び＋Ｚ
方向とし、反対方向をそれぞれ、－Ｘ方向、－Ｙ方向、及び－Ｚ方向とする。
【００３１】
　運搬機械１は、走行装置５と、少なくとも一部が走行装置５の上方に配置される車体６
と、車体６に支持されるベッセル７と、を備えている。
【００３２】
　走行装置５は、前輪８と、後輪９と、前輪８を駆動する前輪駆動装置１０と、後輪９を
駆動する後輪駆動装置１１と、を有する。以下の説明において、前輪８及び前輪駆動装置
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１０を含む走行装置５の一部分を適宜、フロント走行装置５Ａ、と称し、後輪９及び後輪
駆動装置１１を含む走行装置５の一部分を適宜、リア走行装置５Ｂ、と称する。
【００３３】
　車体６は、少なくとも一部が前輪８の上方に配置されるフロント部６Ａと、少なくとも
一部が後輪９の上方に配置されるリア部６Ｂと、フロント部６Ａとリア部６Ｂとの間に設
けられる中間部６Ｄと、フロント部６Ａとリア部６Ｂとの間に配置される凹部６Ｃと、を
含む。中間部６Ｄは、フロント部６Ａの下部とリア部６Ｂの下部とを結ぶように配置され
る。凹部６Ｃは、フロント部６Ａとリア部６Ｂと中間部６Ｄとにより規定される。Ｙ軸方
向に関して、凹部６Ｃは、前輪８と後輪９との間に配置される。
【００３４】
　ベッセル７は、積込機械２によって積荷が積み込まれる部材である。ベッセル７の少な
くとも一部は、凹部６Ｃに配置される。ベッセル７の少なくとも一部は、Ｙ軸方向に関し
て、フロント走行装置５Ａとリア走行装置５Ｂとの間に配置される。
【００３５】
　フロント部６Ａは、機器１２を着脱可能に保持する保持部１３を有する。リア部６Ｂは
、機器１２を着脱可能に保持する保持部１４を有する。本実施形態において、機器１２は
、バッテリを含む。保持部１３及び保持部１４のそれぞれは、バッテリ１２からの電力が
供給されるコネクタを有する。バッテリ１２から供給される電力によって、運搬機械１が
有する電子機器及び電動機が作動する。
【００３６】
　本実施形態において、走行装置５の走行方向であるＹ軸方向に関して車体６の中心ＡＸ
よりも前方に配置される車体６の一部分（前半分）と後方に配置される車体６の一部分（
後半分）とは対称（前後対称）である。また、Ｙ軸方向に関して車体６の中心ＡＸよりも
前方に配置される走行装置５の一部分と後方に配置される走行装置５の一部分とは対称で
ある。また、Ｙ軸方向に関して車体６の中心ＡＸよりも前方に配置されるベッセル７の一
部分と後方に配置されるベッセル７の一部分とは対称である。
【００３７】
　本実施形態において、対称（前後対称）とは、中心ＡＸを通り、ＸＺ平面と平行な仮想
面（対称面）に対して、その仮想面よりも一側（＋Ｙ側、前側）に配置される一部分と他
側（－Ｙ側、後側）に配置される一部分とが鏡面対称であることを含む。
【００３８】
　また、本実施形態において、走行装置５の走行方向と交差するＸ軸方向に関して車体６
の中心ＡＸよりも右方に配置される車体６の一部分（右半分）と左方に配置される車体６
の一部分（左半分）とは対称（左右対称）である。また、Ｘ軸方向に関して車体６の中心
ＡＸよりも右方に配置される走行装置５の一部分と左方に配置される走行装置５の一部分
とは対称である。また、Ｘ軸方向に関して車体６の中心ＡＸよりも右方に配置されるベッ
セル７の一部分と左方に配置されるベッセル７の一部分とは対称である。
【００３９】
　本実施形態において、対称（左右対称）とは、中心ＡＸを通り、ＹＺ平面と平行な仮想
面（対称面）に対して、その仮想面よりも一側（＋Ｘ側、右側）に配置される一部分と他
側（－Ｘ側、左側）に配置される一部分とが鏡面対称であることを含む。
【００４０】
　また、本実施形態において、対称とは、外形が対称である場合、及び構造が対称である
場合の少なくとも一方を含む。対称とは、対称形状及び対称構造の一方又は両方であるこ
とを含む。また、対称とは、完全に対称な場合、及び実質的に対称な場合の少なくとも一
方を含む。
【００４１】
　Ｙ軸方向に関して車体６の中心ＡＸよりも前半分は、フロント部６Ａと、フロント部６
Ａと接続され、中心ＡＸよりも前方に配置される中間部６Ｄの前半分と、を含む。Ｙ軸方
向に関して車体６の中心ＡＸよりも後半分は、リア部６Ｂと、中心ＡＸよりも後方に配置



(7) JP 6243687 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

される中間部６Ｄの後半分と、を含む。フロント部６Ａの外形及び構造と、リア部６Ｂの
外形及び構造とは、実質的に等しく、中間部６Ｄの前半分の外形及び構造と、中間部６Ｄ
の後半分の外形及び構造とは、実質的に等しい。
【００４２】
　フロント部６Ａは、前面３１と、前面３１の一側である＋Ｘ側に配置される側面３２と
、前面３１の他側である－Ｘ側に配置される側面３３と、上面３４と、下面３５と、前面
３１の反対方向を向き、ベッセル７と対向する背面３６と、を有する。前面３１は、ＸＺ
平面と実質的に平行である。側面３２及び側面３３のそれぞれは、ＸＹ平面に対して実質
的に直交し、ＹＺ平面に対して傾斜する。側面３２と側面３３とは、中心ＡＸから運搬機
械１の進行方向である＋Ｙ方向に向かって、側面３２と側面３３との距離が徐々に小さく
なるように傾斜している。下面３５は、ＸＹ平面と実質的に平行でもよいし、下面３５の
少なくとも一部が中心ＡＸから＋Ｙ方向に向かって上方に傾斜していてもよい。前面３１
の外形及び面積は、背面３６の外形及び面積よりも小さい。側面３２の外形及び面積と側
面３３の外形及び面積とは等しい。
【００４３】
　フロント部６Ａは、バッテリ１２が配置される凹部３７を有する。凹部３７は、フロン
ト部６Ａの上部に設けられる。凹部３７に保持部１３が配置される。上面３４は、凹部３
７の上端の開口の周囲の少なくとも一部に配置される。本実施形態において、凹部３７は
、前面３１と背面３６とを結ぶように形成される。上面３４は、走行装置５の走行方向と
交差するＸ軸方向に関して、凹部３７の両側に配置される。以下の説明において、フロン
ト部６Ａの＋Ｘ側の端部を含み、凹部３７の＋Ｘ側に配置される上面３４を適宜、上面３
４Ａ、と称し、フロント部６Ａの－Ｘ側の端部を含み、凹部３７の－Ｘ側に配置される上
面３４を適宜、上面３４Ｂ、と称する。フロント部６Ａの＋Ｘ側の端部は、側面３２の上
端部を含み、フロント部６Ａの－Ｘ側の端部は、側面３３の上端部を含む。
【００４４】
　上面３４Ａ及び上面３４Ｂのそれぞれは、ＸＹ平面と実質的に平行である。また、Ｚ軸
方向に関する上面３４Ａの位置と上面３４Ｂの位置とは、等しい。Ｚ軸方向に関する位置
とは、高さである。上面３４Ａと上面３４Ｂとは、同一平面内に配置される（面一である
）。
【００４５】
　なお、上面３４Ａと上面３４Ｂとの高さが異なってもよい。また、上面３４Ａ及び上面
３４Ｂの少なくとも一方に機器が搭載されてもよい。
【００４６】
　また、上面３４Ａの外形と、上面３４Ｂの外形とは等しい。本実施形態においては、Ｘ
軸方向に関して、凹部３７及び保持部１３は、フロント部６Ａの中央部に配置される。上
述のように、車体６は、左右対称である。
【００４７】
　本実施形態において、バッテリ１２の外形は、直方体状である。バッテリ１２は、前面
１２Ａと、側面１２Ｂと、側面１２Ｃと、上面１２Ｄと、下面１２Ｅと、背面１２Ｆと、
を有する。凹部３７は、バッテリ１２の外形に沿った形状を有する。凹部３７の内面は、
バッテリ１２の下面１２Ｅと対向する底面３７Ｅと、バッテリ１２の側面１２Ｂと対向す
る第１内側面３７Ｂと、バッテリ１２の側面１２Ｃと対向する第２内側面３７Ｃと、を含
む。凹部３７の底面３７Ｅと第１内側面３７Ｂとは、実質的に直交し、凹部３７の底面３
７Ｅと第２内側面３７Ｃとは、実質的に直交する。
【００４８】
　バッテリ１２が凹部３７の保持部１３に保持された状態で、Ｘ軸方向に関して、バッテ
リ１２の上面１２Ｄは、第１上面３４Ａと第２上面３４Ｂとの間に配置される。本実施形
態において、凹部３７の深さは、バッテリ１２の高さよりも小さい。凹部３７の深さは、
Ｚ軸方向に関する第１内側面３７Ｂ及び第２内側面３７Ｃの寸法であり、バッテリ１２の
高さは、バッテリ１２のＺ軸方向に関する寸法である。バッテリ１２が凹部３７の保持部
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１３に保持された状態で、バッテリ１２の上面１２Ｄは、上面３４Ａ及び上面３４Ｂより
も上方（＋Ｚ方向）に配置される。すなわち、フロント部６Ａの上面３４（上面３４Ａ及
び上面３４Ｂ）は、保持部１３に保持されたバッテリ１２の上面１２Ｄよりも下方（－Ｚ
方向）に配置される。
【００４９】
　Ｙ軸方向に関して、バッテリ１２の寸法は、上面３４の寸法とほぼ等しくてもよいし、
小さくてもよい。バッテリ１２が保持部１３に保持された状態で、上面３４の＋Ｙ側の端
部の位置とバッテリ１２の＋Ｙ側の端部の位置とは一致してもよいし、一致しなくてもよ
いし、上面３４の－Ｙ側の端部の位置とバッテリ１２の－Ｙ側の端部の位置とは一致して
もよいし、一致しなくてもよい。Ｙ軸方向に関して、バッテリ１２は、上面３４の外側に
配置されず（はみ出さず）、バッテリ１２の前面１２Ａとフロント部６Ａの前面３１とは
、同一平面内に配置されてもよい。
【００５０】
　リア部６Ｂは、後面４１と、側面４２と、側面４３と、上面４４と、下面４５と、背面
４６と、を有する。リア部６Ｂの上部には、保持部１４が配置される凹部４７が設けられ
、凹部４７の両側に上面４４Ａ及び上面４４Ｂが設けられる。上述のように、リア部６Ｂ
は、フロント部６Ａと対称形状である。すなわち、Ｘ軸方向に関して、凹部４７及び保持
部１４は、リア部６Ｂの中央に配置される。また、凹部４７及び保持部１４は、上面４４
Ａと上面４４Ｂとの間に配置される。リア部６Ｂの上面４４（上面４４Ａ及び上面４４Ｂ
）は、保持部１４に保持されたバッテリ１２の上面１２Ｄよりも下方に配置される。また
、上面４４Ａと上面４４Ｂとは、同一平面内に配置される。本実施形態において、上面３
４Ａと上面３４Ｂと上面４４Ａと上面４４Ｂとは、同一平面内に配置される。
【００５１】
　なお、上面４４Ａと上面４４Ｂとの高さが異なってもよい。また、上面４４Ａ及び上面
４４Ｂの少なくとも一方に機器が搭載されてもよい。
【００５２】
　本実施形態において、保持部１３に保持されるバッテリ１２の外形及び構造と、保持部
１４に保持されるバッテリ１２の外形及び構造とは、実質的に等しい。したがって、保持
部１３にバッテリ１２が保持され、保持部１４にバッテリ１２が保持された状態において
も、運搬機械１は、前後対称であり、左右対称である。
【００５３】
　本実施形態においては、保持部１３に保持されたバッテリ１２から供給される電力と、
保持部１４に保持されたバッテリ１２から供給される電力とが足し合わされた後、その足
し合わされた電力が、運搬機械１の前半分に配置される電子機器及び電動機と、運搬機械
１の後半分に配置される電子機器及び電動機とのそれぞれに分配される。なお、保持部１
３に保持されたバッテリ１２から供給される電力によって、運搬機械１の前半分に配置さ
れる電子機器及び電動機が作動し、保持部１４に保持されたバッテリ１２から供給される
電力によって、運搬機械１の後半分に配置される電子機器及び電動機が作動してもよい。
【００５４】
　ベッセル７は、積荷が収容される凹部７０と、凹部７０の上端部の開口の周囲に配置さ
れる上面７Ａと、下面７Ｂと、＋Ｘ側を向く側面７Ｃと、－Ｘ側を向く側面７Ｄと、フロ
ント部６Ａの背面３６と対向する対向面７Ｅと、リア部６Ｂの背面４６と対向する対向面
７Ｆと、を有する。対向面７Ｅは、中心ＡＸから＋Ｙ方向に向かって上方に傾斜している
。対向面７Ｆは、中心ＡＸから－Ｙ方向に向かって上方に傾斜している。中心ＡＸよりも
前方に配置され、対向面７Ｅを含むベッセル７の前半分の外形及び構造と、中心ＡＸより
も後方に配置され、対向面７Ｆを含むベッセル７の後半分の外形及び構造とは、実質的に
等しい。
【００５５】
　凹部６Ｃは、ベッセル７の外形に沿った形状を有する。凹部６Ｃの内面は、下面７Ｂの
少なくとも一部と対向可能な底面５０と、背面３６と、背面４６と、を含む。車体６の底



(9) JP 6243687 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

面５０は、ＸＹ平面と実質的に平行である。車体６の背面３６は、中心ＡＸから＋Ｙ方向
に向かって上方に傾斜している。車体６の背面４６は、中心ＡＸから－Ｙ方向に向かって
上方に傾斜している。
【００５６】
　Ｘ軸方向に関して、車体６の寸法とベッセル７の寸法とは、ほぼ等しい。Ｘ軸方向に関
して車体６の中心とベッセル７の中心とが一致するようにベッセル７と車体６とが位置決
めされた場合、Ｘ軸方向に関して、側面７Ｃの位置と、背面３６の＋Ｘ側の端部の位置と
、背面４６の＋Ｘ側の端部の位置とは一致し、側面７Ｄの位置と、背面３６の－Ｘ側の端
部の位置と、背面４６－Ｘ側の端部の位置とは一致する。換言すれば、Ｘ軸方向に関して
、側面７Ｃは、側面３２及び側面４２の外側に配置されず、側面７Ｄは、側面３３及び側
面４３の外側に配置されない。なお、Ｘ軸方向に関して車体６の中心とベッセル７の中心
とが一致するようにベッセル７と車体６とが位置決めされた状態において、側面７Ｃが側
面３２及び側面４２の外側にはみ出してもよいし、側面７Ｄが側面３３及び側面４３の外
側にはみ出してもよい。
【００５７】
　ベッセル７の上面７Ａは、保持部１３及び保持部１４の少なくとも一方に保持されたバ
ッテリ１２の上面１２Ｄよりも下方に配置される。また、ベッセル７の上面７Ａは、フロ
ント部６Ａの上面３４及びリア部６Ｂの上面４４よりも下方に配置される。なお、上面７
Ａは、上面１２Ｄよりも下方で、上面３４及び上面４４よりも上方に配置されてもよいし
、上面３４及び上面４４と同じ高さ（同一平面内）に配置されてもよい。
【００５８】
　フロント走行装置５Ａは、中心ＡＸよりも前方である＋Ｙ側に配置される。リア走行装
置５Ｂは、中心ＡＸよりも後方である－Ｙ側に配置される。フロント走行装置５Ａの外形
及び構造と、リア走行装置５Ｂの外形及び構造とは、実質的に等しい。
【００５９】
　図８は、フロント走行装置５Ａの一部を示す図である。フロント走行装置５Ａは、前輪
８と、前輪８を駆動する前輪駆動装置１０とを含む。前輪８は、タイヤ１５を支持する。
本実施形態において、前輪８は、Ｘ軸方向に関して、車体６の中心ＡＸの両側に配置され
る。前輪８には１つのタイヤ１５が配置されてもよいし、２つのタイヤが配置されてもよ
い。図８に示すように、本実施形態において、１つの前輪８に２つのタイヤ１５が配置さ
れる。すなわち、本実施形態において、フロント走行装置５Ａは、所謂、ダブルタイヤ形
式である。
【００６０】
　また、タイヤ１５は、ソリッドタイヤである。タイヤ１５の内部に気体は充填されてい
ない。これにより、タイヤ１５が小径となり、運搬機械１の高さが高くなることが抑制さ
れる。なお、タイヤ１５がニューマチックタイヤ（空気入りタイヤ）でもよい。
【００６１】
　前輪駆動装置１０は、少なくとも一部が前輪８のハブ内に配置される電気モータ（イン
ホイールモータ）１６を含む。電気モータ１６は、バッテリ１２から供給される電力によ
って作動する。フロント部６Ａの保持部１３に保持されたバッテリ１２から前輪駆動装置
１０の電気モータ１６に電力が供給される。前輪８を駆動するための電気モータ１６は、
フロント部６Ａの保持部１３に保持されたバッテリ１２から供給される電力によって作動
する。電気モータ１６は、２つの前輪８のそれぞれに配置されている。
【００６２】
　なお、図示は省略するが、リア走行装置５Ｂもフロント走行装置５Ａと同様の構成であ
る。すなわち、リア走行装置５Ｂの後輪９は、Ｘ軸方向に関して車体６の中心ＡＸの両側
に配置される。また、リア走行装置５Ｂは、ダブルタイヤ方式である。また、前輪８に支
持されるタイヤ１５の外形及び構造と、後輪９に支持されるタイヤ１５の外形及び構造と
は、実質的に等しい。また、後輪駆動装置１１は、２つの後輪９のそれぞれに接続される
電気モータ１６を含む。リア部６Ｂの保持部１４に保持されたバッテリ１２から後輪駆動
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装置１１の電気モータ１６に電力が供給される。後輪９を駆動するための電動モータ１６
は、リア部６Ｂの保持部１４に保持されたバッテリ１２から供給される電力によって作動
する。
【００６３】
　このように、本実施形態において、前輪８は、前輪駆動装置１０により駆動され、後輪
９は、後輪駆動装置１１に駆動される。すなわち、走行装置５は、４つの車輪の全てが駆
動装置によって駆動される、所謂、全輪駆動方式である。また、前輪駆動装置１０は、前
輪８を駆動して、後輪９を駆動しない。後輪駆動装置１１は、後輪９を駆動して、前輪８
を駆動しない。
【００６４】
　図９は、走行装置５の一例を示す模式図である。走行装置５のフロント走行装置５Ａは
、前輪８と、前輪８を駆動する前輪駆動装置１０Ｂとを含む。前輪駆動装置１０Ｂは、電
気モータ１６０と、電気モータ１６０が発生した動力を左右の前輪８のそれぞれに伝達す
る動力伝達装置１６１とを有する。動力伝達装置１６１は、トランスミッションとディフ
ァレンシャルギアとを一体化したトランスアクスルを含む。後輪９を駆動する後輪駆動装
置１１Ｂは、前輪駆動装置１０Ｂと同等の構造である。図９に示す走行装置５によって運
搬機械１が走行してもよい。
【００６５】
　本実施形態において、運搬機械１は、＋Ｙ方向及び－Ｙ方向のそれぞれに進行可能であ
る。したがって、上述した例において、運搬機械１が－Ｙ方向に走行するとき、リア部６
Ｂがフロント部として機能し、後輪９が前輪として機能し、フロント部６Ａがリア部とし
て機能し、前輪８が後輪として機能する。
【００６６】
　また、本実施形態においては、前輪８及び後輪９のそれぞれが操舵輪として機能する。
例えば、運搬機械１が＋Ｙ方向に移動するとき、前輪８が操舵輪となり、運搬機械１が－
Ｙ方向に移動するとき、後輪９が操舵輪となる。また、運搬機械１が＋Ｙ方向及び－Ｙ方
向の少なくとも一方に移動するときにおいて、前輪８及び後輪９の両方が操舵輪として機
能してもよい。
【００６７】
　図１０は、ベッセル７を支持する支持装置１７の一例を示す模式図である。支持装置１
７は、ベッセル７を移動可能に支持する。支持装置１７の少なくとも一部は、車体６とベ
ッセル７との間に配置される。支持装置１７は、車体６に対してベッセル７を移動可能に
支持する。
【００６８】
　支持装置１７は、車体６に対してＸ軸方向にベッセル７を移動させるスライド機構１８
と、ベッセル７の積荷をＸ軸方向に排出させるサイドダンプ機構１９と、を有する。サイ
ドダンプ機構１９は、Ｙ軸方向と平行な軸を中心にベッセル７を傾斜させて、ベッセル７
から積荷を排出する。
【００６９】
　スライド機構１８は、車体６（凹部６Ｃの底面５０）とベッセル７の下面７Ｂとの間に
配置され、Ｘ軸方向に移動可能なスライドテーブル２０と、車体６に配置され、Ｘ軸方向
に移動するスライドテーブル２０をガイドするガイド機構２１と、スライドテーブル２０
をＸ軸方向に移動させる油圧シリンダ２２とを備えている。油圧シリンダ２２は、スライ
ドテーブル２０の少なくとも一部に接続される。油圧シリンダ２２の作動により、スライ
ドテーブル２０がＸ軸方向に移動する。
【００７０】
　ベッセル７は、スライドテーブル２０に支持される。したがって、スライドテーブル２
０がＸ軸方向に移動すると、スライドテーブル２０と一緒にベッセル７がＸ軸方向に移動
する。ベッセル７は、Ｘ軸方向に関して一側（＋Ｘ方向）及び他側（－Ｘ方向）のそれぞ
れに移動可能である。
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【００７１】
　サイドダンプ機構１９は、スライドテーブル２０とベッセル７との間に配置されるホイ
ストシリンダ２３を含む。図１０に示すように、ホイストシリンダ２３は、２つ配置され
てもよい。ホイストシリンダ２３の作動により、ベッセル７が持ち上げられる。
【００７２】
　図１１は、スライド機構１８によりベッセル７が移動する状態の一例を示す模式図であ
る。本実施形態において、Ｘ軸方向に関して、車体６の寸法とベッセル７の寸法とは、ほ
ぼ等しい。Ｘ軸方向に関して、車体６の中心とベッセル７の中心とが一致するようにベッ
セル７と車体６とが位置決めされた場合、ベッセル７は、車体６の外側にはみ出さない。
【００７３】
　図１１に示すように、スライド機構１８は、ベッセル７の少なくとも一部がＸ軸方向に
関して車体６の一側及び他側のそれぞれに配置されるように、ベッセル７を移動可能であ
る。すなわち、スライド機構１８は、油圧シリンダ２２を使って、ベッセル７の一方の側
面７Ｃが、車体６の一方の側面３２及び側面４２よりも外側に配置されるように、ベッセ
ル７を＋Ｘ方向に移動可能である。また、スライド機構１８は、油圧シリンダ２２を使っ
て、ベッセル７の他方の側面７Ｄが、車体６の他方の側面３３及び側面４３よりも外側に
配置されるように、ベッセル７を－Ｘ方向に移動可能である。このように、スライド機構
１８は、ベッセル７をＸ軸方向に関して両側にスライド可能である。
【００７４】
　図１２は、サイドダンプ機構１９によりベッセル７が持ち上げられている状態の一例を
示す模式図である。図１１に示すように、サイドダンプ機構１９は、Ｙ軸と平行な軸Ｊを
中心にベッセル７を傾斜させる。すなわち、本実施形態において、運搬機械１は、サイド
ダンプ方式で、ベッセル７の積荷を排出する。本実施形態において、ベッセル７は、ベッ
セル本体２４と、ベッセル本体２４に対して回動可能なサイドゲート２５とを有する。サ
イドゲート２５は、ベッセル本体２４の傾斜（上昇）に同期して回動する。これにより、
ベッセル本体２４とサイドゲート２５との間に開口７Ｋが形成される。ベッセル７の積荷
は、その開口７Ｋを介して、運搬機械１の横側に排出される。なお、ベッセル７の回転軸
である軸ＪとＹ軸とが平行であるとは、Ｙ軸と軸Ｊとが完全に平行であること、及び実質
的に平行であることの少なくとも一方を含む。また、軸Ｊは、Ｙ軸と非平行でもよい。例
えば、軸ＪとＹ軸とがなす角度が、１度以上４５度以下でもよい。
【００７５】
　本実施形態において、ベッセル７が持ち上げられていない状態において、支持装置１７
は、前輪８の上端部及び後輪９の上端部よりも下方に配置される。すなわち、運搬機械１
がドリフトＤＲを走行している状態において、支持装置１７は、前輪８の上端部及び後輪
９の上端部よりも下方に配置される。
【００７６】
　図１３は、サイドダンプ機構１９Ｂの一例を示す模式図である。図１３に示すサイドダ
ンプ機構１９Ｂは、所謂、サイドイジェクタ方式であり、ベッセル７Ｂの積荷をＸ軸方向
に排出させる。図１３において、ベッセル７Ｂは、ベッセル本体２４Ｂと、ベッセル本体
２４Ｂに対して回動可能なサイドゲート２５Ｂとを有する。サイドゲート２５Ｂは、シリ
ンダ機構２５１の動力により回動可能である。サイドダンプ機構１９Ｂは、ベッセル本体
２４Ｂに配置されたプレート１９１と、そのプレート１９１をＸ軸方向に移動する駆動装
置１９２とを有する。駆動装置１９２は、ベッセル本体２４Ｂとプレート１９１との間に
配置された多段シリンダ機構を含む。ベッセル７の積荷を排出するとき、シリンダ機構２
５１によりサイドゲート２５Ｂが上昇する。これにより、ベッセル本体２４Ｂとサイドゲ
ート２５Ｂとの間に開口７Ｋが形成される。開口７Ｋが形成されている状態で、駆動装置
１９２によりプレート１９１がＸ軸方向（図１３に示す例では－Ｘ方向）に移動する。こ
れにより、ベッセル７Ｂの積荷が開口７Ｋを介して、運搬機械１の横側に排出される。
【００７７】
＜自律走行＞



(12) JP 6243687 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

　次に、運搬機械１の走行について説明する。本実施形態において、運搬機械１は、無人
車であり、自律走行可能な自律走行車両である。図１４は、運搬機械１の検出システム６
０を含む機能ブロック図である。
【００７８】
　図１４に示すように、運搬機械１は、処理装置５１と、記憶装置５２と、通信装置５３
と、検出システム６０と、を備えている。検出システム６０は、空間の物理的な形状デー
タを出力する測域センサ６１と、障害物を検出する非接触センサ６２と、ベッセル７の重
量を検出する重量センサ６３と、物体の光学像を取得して、その物体の外形を検出可能な
撮像装置６４と、ドリフトＤＲに設けられたマークＭ（図１４参照）を検出する読取装置
６５と、運搬機械１の走行速度を検出する速度センサ６６と、運搬機械１の加速度又は角
速度を検出する加速度センサ６７と、前輪８及び後輪９の少なくとも一方の操舵角を検出
するステアリングセンサ６８と、を備えている。
【００７９】
　処理装置５１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）を含む。処理装置５１は、検
出システム６０の検出結果に基づいて、決められた目的位置に運搬機械１が移動するよう
に、走行装置５を制御する。処理装置５１は、走行装置５の電気モータ１６（駆動装置）
及びブレーキシステムを制御するとともに、前輪８及び後輪９の少なくとも一方の操舵角
を制御して、所定の走行速度及び加速度で、決められた経路（目標経路）ＣＳに従って走
行するように、走行装置５を制御する。
【００８０】
　記憶装置５２は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）
、フラッシュメモリ、及びハードディスクドライブの少なくとも一つを含み、処理装置５
１と接続される。記憶装置５２には、自律走行するために必要な各種の情報が記憶されて
いる。
【００８１】
　通信装置５３は、処理装置５１と接続され、積込機械２及び管制施設３の一方又は両方
との間でデータ通信する。管制施設３は、通信システム４を介して、運搬機械１の通信装
置５３と通信する。通信装置５３は、坑内に配置された中継器４Ａを介して、管制施設３
と無線通信する。また、通信装置５３は、積込機械２に設けられた通信装置とデータ通信
可能である。通信装置５３は、管制施設３及び積込機械２の少なくとも一方から送信され
た情報（指令信号を含む）を受信可能である。また、通信装置５３は、検出システム６０
で検出した情報を管制施設３及び積込機械２の少なくとも一方に送信可能である。
【００８２】
　測域センサ６１は、空間の物理的な形状データを出力可能な走査型の光波距離計を含む
。測域センサ６１は、レーザスキャナ、及び３次元距離センサの少なくとも一つを含み、
３次元の空間データを取得可能である。測域センサ６１は、積込機械２及びドリフトＤＲ
の壁面の少なくとも一方を検出する。本実施形態において、測域センサ６１は、積込機械
２の形状データ、ドリフトＤＲの壁面の形状データ、及びベッセル７の積荷の形状データ
の少なくとも一つを取得可能である。また、測域センサ６１は、積込機械２との相対位置
（相対的な距離及び方位）、及びドリフトＤＲの壁面との相対位置の少なくとも一方を検
出可能である。すなわち、測域センサ６１は、ベッセル７の積荷の状態（積荷の外形）を
検出する積荷検出装置（外形検出装置）、積込機械２を検出する積込機械検出装置（第１
検出装置）、及びドリフトＤＲ（坑道Ｒ）を検出する第２検出装置の少なくとも一つとし
て機能することができる。測域センサ６１は、処理装置５１と接続され、検出結果を処理
装置５１に出力する。なお、測域センサ６１が、レーダーを含んでもよい。
【００８３】
　本実施形態において、ドリフトＤＲの壁面に関する情報が予め求められており、記憶装
置５２に記憶されている。すなわち、ドリフトＤＲの壁面に関する情報は、事前に測定さ
れた既知な情報である。ドリフトＤＲの壁面に関する情報は、壁面の複数の部分それぞれ
の形状に関する情報、及びそれら壁面の部分それぞれの絶対位置に関する情報を含む。記
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憶装置５２には、壁面の複数の部分の形状と、その形状を有する壁面の部分それぞれの絶
対位置との関係が記憶されている。処理装置５１は、運搬機械１に設けられている測域セ
ンサ６１で検出したドリフトＤＲの壁面の検出結果（壁面の形状データ）と、記憶装置５
２の記憶情報とに基づいて、ドリフトＤＲにおける運搬機械１の絶対位置及び方位を求め
ることができる。このように、測域センサ６１は、ドリフトＣＲ（坑道Ｒ）を走行する運
搬機械１の位置を検出する位置検出装置としても機能することができる。
【００８４】
　処理装置５１は、測域センサ６１を使って導出された運搬機械１の現在位置（絶対位置
）に基づいて、決められた経路ＣＳに従って運搬機械１が走行するように、ドリフトＤＲ
において走行装置５を制御することができる。
【００８５】
　非接触センサ６２は、運搬機械１の前方の障害物を検出する。非接触センサ６２は、レ
ーダーを含み、電波及び超音波の少なくとも一方を発射して、障害物で反射した電波を受
信して、障害物との相対的な距離及び方位を検出可能である。なお、非接触センサ６２が
、レーザスキャナ、及び３次元距離センサの少なくとも一つを含んでもよい。非接触セン
サ６２は、処理装置５１と接続され、検出結果を処理装置５１に出力する。
【００８６】
　重量センサ６３は、ベッセル７の重量を検出する。重量センサ６３は、ベッセル７及び
ベッセル７に積み込まれた積荷の重量を検出可能である。すなわち、重量センサ６３は、
ベッセル７の積荷の状態（ベッセル７の重量）を検出する積荷検出装置（重量検出装置）
として機能することができる。重量センサ６３は、処理装置５１と接続され、検出結果を
処理装置５１に出力する。処理装置５１は、重量センサ６３の検出結果に基づいて、ベッ
セル７に積み込まれた積荷の重量、及びベッセル７における積荷の有無に関する情報を取
得する。重量センサ６３は、例えばスライドテーブル２０とベッセル７との間に設けられ
るひずみゲージ式ロードセルを含んでもよいし、ホイストシリンダ２３の油圧を検出する
圧力センサを含んでもよい。
【００８７】
　撮像装置６４は、ＣＣＤのような撮像素子を含み、物体の光学像を取得して、その物体
の外形を検出可能である。本実施形態において、撮像装置６４は、ステレオカメラを含み
、物体の３次元の外形データを取得可能である。撮像装置６４は、ベッセル７の積荷の外
形（荷姿）を検出可能である。すなわち、撮像装置６４は、ベッセル７の積荷の状態（積
荷の外形）を検出する積荷検出装置（外形検出装置）として機能することができる。撮像
装置６４は、処理装置５１と接続され、検出結果を処理装置５１に出力する。処理装置５
１は、撮像装置６４の検出結果に基づいて、ベッセル７における積荷の状態に関する情報
を取得する。なお、レーザスキャナ、及び３次元距離センサの少なくとも一つを用いて、
ベッセル７の積荷の外形が検出されてもよい。
【００８８】
　読取装置６５は、ドリフトＤＲに設けられたマークＭを検出する。マークＭは、ドリフ
トＤＲに沿って複数配置されている。マークＭは、バーコード及び２次元コードのような
識別子（コード）でもよいし、ＩＣタグ及びＲＦＩＤのような識別子（タグ）でもよい。
読取装置６５は、マークＭの識別情報又は固有情報を検出する。読取装置６５は、処理装
置５１と接続され、検出結果を処理装置５１に出力する。
【００８９】
　本実施形態において、ドリフトＤＲにおいてマークＭが配置されている位置（絶対位置
）に関する情報は、事前に測定された既知な情報である。マークＭの絶対位置に関する情
報は、記憶装置５２に記憶されている。処理装置５１は、運搬機械１に設けられている読
取装置６５で検出したマークＭの検出結果であるマークＭの識別情報又は固有情報と、記
憶装置５２の記憶情報とに基づいて、ドリフトＤＲにおける運搬機械１の絶対位置を求め
ることができる。すなわち、読取装置６５は、ドリフトＤＲ（坑道Ｒ）を走行する運搬機
械１の位置を検出する位置検出装置として機能することができる。また、読取装置６５は
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、ドリフトＤＲ（坑道Ｒ）に設けられたマークＭを検出する第２検出装置として機能する
。
【００９０】
　処理装置５１は、読取装置６５を使って導出された運搬機械１の現在位置（絶対位置）
に基づいて、決められた経路ＣＳに従って運搬機械１が走行するように、ドリフトＤＲに
おいて走行装置５を制御することができる。
【００９１】
　なお、マークＭが、ランドマークのような構造物でもよい。マークＭがランドマークの
場合、読取装置６５がレーダーを含んでもよい。読取装置６５は、レーダーから電波を発
射し、ランドマークで反射した電波の少なくとも一部を受信することによって、ランドマ
ークとの相対的な距離及び方位を検出することができる。ランドマークが配置されている
位置（絶対位置）が既知であり、そのランドマークの絶対位置に関する情報が記憶装置５
２に記憶されている場合、処理装置５１は、運搬機械１に設けられている読取装置６５の
検出値と、記憶装置５２の記憶情報とに基づいて、ドリフトＤＲにおける運搬機械１の絶
対位置を求めることができる。
【００９２】
　速度センサ６６、加速度センサ６７、及びステアリングセンサ６８のそれぞれは、処理
装置５１と接続されている。速度センサ６６は、運搬機械１の走行速度の検出値を処理装
置５１に出力する。加速度センサ６７は、運搬機械１の加速度の検出値を処理装置５１に
出力する。ステアリングセンサ６８は、前輪８及び後輪９の少なくとも一方の操舵角の検
出値を処理装置５１に出力する。
【００９３】
　本実施形態において、処理装置５１は、例えば速度センサ６６及びステアリングセンサ
６８の検出値を使って、推測航法に基づいて走行装置５を走行させることができる。すな
わち、処理装置５１は、推測航法を用いて運搬機械１の現在位置を推測し、決められた経
路ＣＳに従って運搬機械１が走行するように、ドリフトＤＲにおいて走行装置５を制御す
ることができる。
【００９４】
　推測航法とは、絶対位置が既知の基準位置（起点）からの方位（方位変化量）と移動距
離とに基づいて、対象物（運搬機械１）の現在位置を推測する航法をいう。運搬機械１の
方位は、運搬機械１に配置されたステアリングセンサ６８を用いて検出される。運搬機械
１の移動距離は、運搬機械１に配置された速度センサ６６を用いて検出される。ステアリ
ングセンサ６８の検出値及び速度センサ６６の検出値は、運搬機械１の処理装置５１に出
力される。処理装置５１は、ステアリングセンサ６８の検出値に基づいて、既知の基準位
置からの運搬機械１の方位を求めることができる。処理装置５１は、速度センサ６６の検
出値に基づいて、既知の基準位置からの運搬機械１の移動距離を求めることができる。こ
のように、ステアリングセンサ６８及び速度センサ６６を含む検出システム６０は、推測
航法に基づいて基準位置に対する運搬機械１の相対位置を検出することができる。すなわ
ち、本実施形態においては、速度センサ６６及びステアリングセンサ６８が、推測航法に
基づいて基準位置に対する相対位置を検出する相対位置検出装置として機能する。処理装
置５１は、ステアリングセンサ６８の検出値及び速度センサ６６の検出値に基づいて、運
搬機械１が決められた経路ＣＳに従って走行するように、走行装置５を制御する。なお、
運搬機械１の方位（方位変化量）が、運搬機械１に配置されたジャイロセンサによって検
出されてもよい。
【００９５】
　また、処理装置５１は、推測航法に基づいて検出された、基準位置に運搬機械１の相対
位置の検出結果を、測域センサ６１及び読取装置６５の一方又は両方の検出結果を使って
求められたドリフトＤＲにおける運搬機械１の絶対位置に関する情報に基づいて補正して
もよい。すなわち、運搬機械１の走行距離が長くなると、ステアリングセンサ６８及び速
度センサ６６の一方又は両方の検出誤差の蓄積により、推測された位置（推測位置）と実
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際の位置との間に誤差が生じる可能性がある。その結果、運搬機械１は、経路ＣＳから外
れて走行してしまう可能性がある。本実施形態において、処理装置５１は、推測航法によ
り導出（推測）された運搬機械１の位置（推測位置）を、測域センサ６１及び読取装置６
５の少なくとも一方の検出結果から求められた運搬機械１の絶対位置に関する情報を使っ
て補正しつつ、走行装置５を制御してもよい。処理装置５１は、ステアリングセンサ６８
の検出値と、速度センサ６６の検出値と、運搬機械１の絶対位置に関する情報とに基づい
て、運搬機械１が経路ＣＳに従って走行するように、運搬機械１の位置を補正する補正量
を含む、運搬機械１の走行に関する制御量を算出する。処理装置５１は、運搬機械１が経
路ＣＳに従って走行するように、算出した補正量及び制御量に基づいて、走行装置５を制
御する。
【００９６】
　図１５は、運搬機械１に搭載された検出システム６０の一例を示す模式図である。図１
５に示すように、撮像装置（積荷検出装置、外形検出装置）６４は、支持装置６９を介し
て、車体６に支持される。撮像装置６４は、ベッセル７の積荷の外形を検出可能な位置に
配置される。なお、上述したように、撮像装置６４にかえて、又は、撮像装置６４ととも
に、レーザスキャナ、及び３次元距離センサの少なくとも一つを含む測域センサ６１を用
いて、ベッセル７の積荷の外形を検出してもよい。すなわち、測域センサ６１が支持装置
６９に支持されてもよい。
【００９７】
　なお、撮像装置６４が、積込機械２の光学像を取得可能な車体６の所定位置に配置され
てもよいし、ドリフトＤＲの壁面の光学像（３次元形状データ）を取得可能な車体６の所
定位置に配置されてもよい。この場合、撮像装置６４が、積込機械２を検出する積込機械
検出装置（第１検出装置）、及びドリフトＤＲ（坑道Ｒ）を検出する第２検出装置の少な
くとも一つとして機能する。
【００９８】
　図１６は、運搬機械１に搭載された検出システム６０の一例を示す模式図である。図１
６に示すように、障害物を検出するための非接触センサ６２が、車体６の前面３１及び後
面４１の一方又は両方に配置されてもよい。
【００９９】
　積込機械２の形状データ、ドリフトＤＲの壁面の形状データ、積込機械２との相対位置
、及びドリフトＤＲの壁面との相対位置の少なくとも一つを検出可能な測域センサ（第２
検出装置、位置検出装置、積込機械検出装置、第１検出装置）６１は、車体６の所定位置
に配置される。図１６に示す例では、測域センサ６１は、ドリフトＤＲの壁面の形状デー
タ、及びドリフトＤＲの壁面との相対位置の少なくとも一方を検出可能なように、車体６
の側面に配置される。なお、積込機械２の形状データ、及び積込機械２との相対位置の少
なくとも一方を検出可能なように、測域センサ６１は、車体６の上面、側面、前面、及び
後面の少なくとも一部に配置されてもよい。
【０１００】
　読取装置（位置検出装置、第２検出装置）６５は、ドリフトＤＲの壁面に配置されたマ
ークＭを検出可能なように、車体６の側面など、車体６の所定位置に配置される。
【０１０１】
＜管理装置＞
　次に、管制施設３に配置される管理装置８０について説明する。図１７は、本実施形態
に係る管理装置８０の一例を示す機能ブロック図である。図１７に示すように、管理装置
８０は、コンピュータシステム８１と、表示装置８５と、入力装置８６と、通信装置８７
と、を備えている。
【０１０２】
　コンピュータシステム８１は、処理装置８２と、記憶装置８３と、入出力部８４とを備
えている。表示装置８５、入力装置８６、及び通信装置８７は、入出力部８４を介して、
コンピュータシステム８１と接続される。入出力部８４は、処理装置８２と、表示装置８
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５、入力装置８６、及び通信装置８７の少なくとも一つとの情報の入出力（インターフェ
ース）に用いられる。
【０１０３】
　処理装置８２は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）を含み、運搬機械１及び積込
機械２を含む鉱山機械の管理に関する各種の処理を実行する。処理装置８２は、通信シス
テム４を介して取得した運搬機械１の位置に関する情報を処理する。また、処理装置８２
は、運搬機械１が走行する経路ＣＳを生成する。経路ＣＳは、絶対位置座標系において生
成され、運搬機械１は、坑道Ｒの少なくとも一部において、処理装置８２により生成され
た経路ＣＳに従って走行する。
【０１０４】
　記憶装置８３は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）
、フラッシュメモリ、及びハードディスクドライブの少なくとも一つを含み、鉱山機械の
管理に関する各種の情報を記憶する。表示装置８５は、例えば、液晶ディスプレイのよう
なフラットパネルディスプレイを含み、鉱山機械の位置に関する情報を表示可能である。
入力装置８６は、キーボード、タッチパネル、マウス、及び操作スイッチの少なくとも一
つを含み、操作されることにより、操作信号を生成し、処理装置８２に入力する。
【０１０５】
　通信システム４は、管制施設３に配置される通信装置８７を含む。通信装置８７は、有
線で中継器４Ａと接続される。処理装置８２は、通信装置８７から、経路ＣＳに関する情
報など、各種の情報を運搬機械１に送信可能である。また、運搬機械１の検出システム６
０で検出された、運搬機械１の位置情報及び積荷の状態に関する情報の少なくとも一方は
、通信装置８７を介して受信され、記憶装置８３に記憶される。
【０１０６】
＜運搬機械の動作＞
　次に、運搬機械１の動作の一例について、図１８を参照して説明する。図１８は、本実
施形態に係る運搬機械１の動作の一例を示すフローチャートである。積荷を積んでいない
状態（空荷状態）の運搬機械１が、積荷を積むために、積込位置ＬＰに通じるドリフトＤ
Ｒを走行する（ステップＳＰ１）。ドリフトＤＲを走行中においては、Ｘ軸方向に関して
ベッセル７の中心と車体６の中心とは一致し、ベッセル７は持ち上げられていない。管理
装置８０から通信システム４を介して運搬機械１に経路ＣＳに関する情報が送信され、そ
の情報は、運搬機械１の記憶装置５２に記憶される。経路ＣＳは、絶対位置に基づく経路
である。運搬機械１の処理装置５１は、管理装置８０によって生成された経路ＣＳに従っ
て運搬機械１がドリフトＤＲを走行するように、走行装置５を制御する。運搬機械１は、
ベッセル７が目標位置である積込位置ＬＰに配置されるように、その積込位置ＬＰに通じ
るドリフトＤＲを自律走行する。
【０１０７】
　上述したように、処理装置５１は、測域センサ６１及び読取装置６５の少なくとも一方
の検出結果と、記憶装置５２の記憶情報とに基づいて、ドリフトＤＲにおける運搬機械１
の絶対位置を導出可能である。処理装置５１は、運搬機械１が積込位置ＬＰに向かって経
路ＣＳに従ってドリフトＤＲを走行するように、走行装置５を制御する。また、処理装置
５１は、測域センサ６１及び読取装置６５の少なくとも一方の検出結果に基づいて、ベッ
セル７が積込位置ＬＰに配置されるように、積込位置ＬＰに通じるドリフトＤＲにおいて
走行装置５を制御する。
【０１０８】
　また、測域センサ６１は、ドリフトＤＲの壁面との相対位置を検出可能である。処理装
置５１は、測域センサ６１の検出結果に基づいて、運搬機械１がドリフトＤＲの壁面に沿
って走行するように、走行装置５を制御する。処理装置５１は、例えば、ドリフトＤＲの
走行中に運搬機械１がドリフトＤＲの壁面に接触しないように、走行装置５を制御する。
【０１０９】
　なお、ドリフトＤＲにおいて、運搬機械１がドリフトＤＲの壁面に接触してもよい。例
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えば、ドリフトＤＲの幅（道幅）が狭い場合、又はドリフトＤＲのコーナーを運搬機械１
が曲がる場合、運搬機械１は、ドリフトＤＲの壁面と接触しつつ走行してもよい。また、
ドリフトＤＲのコーナーにガイド部材（例えばガイドレール）を設け、運搬機械１にガイ
ド部材にガイドされる被ガイド部（例えばローラ）を設けておき、そのガイド部材に被ガ
イド部を接触させつつ、運搬機械１がドリフトＤＲのコーナーを曲がってもよい。
【０１１０】
　本実施形態において、運搬機械１は、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向に移動して、積込位置
ＬＰに進入する。処理装置５１は、運搬機械１が積込位置ＬＰの近傍に到着した後、走行
装置５を制御して、運搬機械１を停止（停車）させる。運搬機械１が積込位置ＬＰの近傍
に到着した後、処理装置５１は、測域センサ６１を使って、積込機械２を検出する（ステ
ップＳＰ２）。処理装置５１は、測域センサ６１を使って、積込機械２の外形データを取
得するとともに、運搬機械１と積込機械２との相対位置を検出する。処理装置５１は、測
域センサ６１の検出結果に基づいて、積込機械２による積込位置ＬＰにベッセル７が配置
されるように、ベッセル７の位置を調整する。
【０１１１】
　積込機械２の外形データを取得し、積込機械２との相対位置を検出することによって、
処理装置５１は、ベッセル７を積込作業に適した位置に配置することができる。また、処
理装置５１は、測域センサ６１の検出結果に基づいて、ベッセル７を含む運搬機械１と積
込機械２とが接触しないように、ベッセル７を積込位置ＬＰに配置する。
【０１１２】
　図１９は、積込機械２によりベッセル７に積荷が積み込まれている状態の一例を示す斜
視図であり、図２０は、側面図である。図１９及び図２０において、積込機械２は、クロ
ーラを含む下部走行体９０と、下部走行体９０に支持され、積荷である鉱石をベッセル７
に供給可能なフィーダ装置９１と、フィーダ装置９１に積荷を掻き込む掻き込み装置９２
と、鉱石の山に貫入する貫入部材９３と、を備えている。
【０１１３】
　フィーダ装置９１は、傾斜したコンベアを含む。フィーダ装置９１は、そのフィーダ装
置９１の前部から後部に積荷を移送する。本実施形態において、フィーダ装置９１の前部
は、後部よりも下方に配置される。フィーダ装置９１の前部（下部）に掻き込まれた積荷
は、フィーダ装置９１によって上昇し、フィーダ装置９１の後部（供給部、上部）からベ
ッセル７に供給される。本実施形態において、積込位置ＬＰは、フィーダ装置９１の供給
部の下方の位置を含む。
【０１１４】
　本実施形態においては、測域センサ６１の検出結果に基づいて、運搬機械１と積込機械
２とが接触しないように走行装置５が制御されつつ、フィーダ装置９１の供給部の下方に
運搬機械１の少なくとも一部が進入する。本実施形態においては、積込位置ＬＰにベッセ
ル７が進入するときにフィーダ装置９１に近い位置に配置される上面３４Ａ及び上面４４
Ａが低い位置に配置されているため、フィーダ装置９１と車体６とが接触することが抑制
される。
【０１１５】
　図１９及び図２０に示すように、処理装置５１は、フィーダ装置９１の供給部の下方に
ベッセル７が配置されるように、ベッセル７の位置を調整する（ステップＳＰ３）。本実
施形態においては、ベッセル７に積荷が積み込まれるとき、ベッセル７の少なくとも一部
が車体６の外側に配置されるように、スライド機構１８によってベッセル７が移動される
。本実施形態においては、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向に移動した運搬機械１に対して＋Ｘ
側に積込機械２が配置されている。処理装置５１は、測域センサ６１を使って運搬機械１
と積込機械２との相対位置を検出し、その検出結果に基づいて、＋Ｘ側に配置されている
フィーダ装置９１の供給部の下方にベッセル７が配置されるように、スライド機構１８を
制御する。処理装置５１は、測域センサ６１の検出結果に基づいてスライド機構１８を制
御して、ベッセル７を＋Ｘ方向に移動して、積込機械２に対するベッセル７の位置を調整
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する。本実施形態において、処理装置５１は、車体６の位置が固定された状態で、ベッセ
ル７が積込位置ＬＰに配置されるように、スライド機構１８を使ってベッセル７を移動す
る。
【０１１６】
　なお、処理装置５１は、積込位置ＬＰにベッセル７が配置されるようにベッセル７の位
置を調整する場合、走行装置５を制御して、車体６を移動することによってベッセル７の
位置を調整してもよい。なお、処理装置５１は、ベッセル７が最適な位置に配置されるよ
うに、走行装置５及びスライド機構１８の両方を制御して、路面に対して車体６を移動す
るとともに、車体６に対してベッセル７を移動してもよい。
【０１１７】
　フィーダ装置９１に対してベッセル７が最適な位置に配置された状態で、フィーダ装置
９１からベッセル７に積荷が供給される。これにより、積込機械２からベッセル７に積荷
が積み込まれる（ステップＳＰ４）。ベッセル７の位置が調整されるため、積荷の漏出（
荷こぼれ）が抑制される。
【０１１８】
　図２１は、フィーダ装置９１からベッセル７に積荷が供給されている状態の一例を示す
模式図である。図２１に示すように、フィーダ装置９１から供給された鉱石がベッセル７
の一部に積み上がり、ベッセル７において積荷が偏って積まれる可能性がある。図１４及
び図１５を参照して説明したように、本実施形態においては、運搬機械１は、ベッセル７
の積荷の状態を検出可能な撮像装置６４を備えている。本実施形態において、処理装置５
１は、撮像装置６４の検出結果に基づいて、スライド機構１８を制御して、ベッセル７の
位置を調整することができる。撮像装置６４は、ベッセル７の積荷の外形を検出可能であ
る。処理装置５１は、撮像装置６４の検出結果に基づいて、ベッセル７において積荷が偏
って積まれると判断した場合、その偏りが低減されるように、ベッセル７をＸ軸方向に移
動して、積込機械２のフィーダ装置９１に対するベッセル７の位置を調整する。図２１に
示す例では、ベッセル７の－Ｘ側の端に積荷が偏って積まれているため、その偏りが改善
されるように、処理装置５１は、ベッセル７を－Ｘ方向に移動する。これにより、フィー
ダ装置９１からベッセル７の＋Ｘ側の端に積荷が供給されるため、ベッセル７において積
荷が偏ることが抑制される。
【０１１９】
　なお、ベッセル７の重量を検出可能な重量センサ６３の検出結果に基づいて、スライド
機構１９によりベッセル７がＸ軸方向に移動して、積込機械２に対するベッセル７の位置
を調整してもよい。例えば、予め定められた所定重量の増加を重量センサ６３が検出する
毎に、ベッセル７がＸ軸方向に所定距離ずつ移動してもよい。ベッセル７の重量とその重
量に対応する積荷の外形（荷姿）との関係が既知である場合、処理装置５１は、重量セン
サ６３の検出結果に基づいて、積荷の荷姿が適切な形状になるように、ベッセル７を移動
してもよい。
【０１２０】
　なお、例えば、ベッセル７の重量を検出可能な重量センサ６３がベッセル７の積荷の状
態を検出可能な場合、その重量センサ６３の検出結果に基づいて、スライド機構１８によ
りベッセル７がＸ軸方向に移動されてもよい。例えば、重量センサ６３が、積荷の偏りに
起因するベッセル７の偏荷重を検出可能な場合、処理装置５１は、その偏りが改善される
ように、ベッセル７をＸ軸方向に移動してもよい。
【０１２１】
　また、処理装置５１は、スライド機構１８を制御して、ベッセル７をＸ軸方向に関して
往復移動（揺動）させてもよい。例えば、ベッセル７に積荷が偏って積まれたり、積荷が
高く積み上がったりした場合、ベッセル７を往復移動させることによって、その積荷を均
すことができる。また、積荷が均されることにより、ベッセル７における積荷の満杯率を
高めることができる。
【０１２２】
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　処理装置５１は、撮像装置６４の検出結果に基づいて、ベッセル７の往復移動の振幅を
決定してもよい。例えば、撮像装置６４の検出結果に基づいて、積荷が高く積み上がって
いると判断した場合、処理装置５１は、振幅を大きくしてベッセル７を往復移動させても
よい。また、撮像装置６４の検出結果に基づいて、積荷が積み上がっている部位が複数存
在すると判断した場合、処理装置５１は、振幅を小さくしてベッセル７を往復移動させて
もよい。なお、処理装置５１は、振幅を大きくする場合、ベッセル７の移動速度を低くし
、振幅を小さくする場合、ベッセル７の移動速度を高くしてもよい。こうすることにより
、積荷を効率良く均すことができる。
【０１２３】
　また、処理装置５１は、ベッセル７の積荷の外形を検出する撮像装置６４、及びベッセ
ル７の重量を検出する重量センサ６３の検出結果に基づいて、ベッセル７を往復移動する
か否かを判断してもよいし、往復移動の振幅及び速度の一方又は両方を決定してもよい。
例えば、撮像装置６４の検出結果より、ベッセル７が積荷で満杯であると判断されるにも
かかわらず、重量センサ６３の検出結果より、ベッセル７は未だ積荷で満杯でないと判断
される場合、ベッセル７に積まれた鉱石の間に隙間がたくさん形成されていると推測され
る。処理装置５１は、撮像装置６４の検出結果と重量センサ６３の検出結果とに基づいて
、鉱石の間に隙間がたくさん形成されていると判断した場合、スライド機構１８を制御し
て、ベッセル７を往復移動させる。これにより、積荷を均して隙間を無くすことができ、
満杯率を高めることができる。
【０１２４】
　ベッセル７を往復移動させる動作は、フィーダ装置９１からベッセル７に積荷が供給さ
れる動作の少なくとも一部と並行して行われてもよい。すなわち、スライド機構１８は、
ベッセル７に積荷が積み込まれる積込作業期間において、ベッセル７を往復移動させても
よい。なお、ベッセル７を往復移動させる動作は、フィーダ装置９１からベッセル７に積
荷が供給された後に行われてもよい。すなわち、スライド機構１８は、ベッセル７に対す
る積込作業後の期間において、ベッセル７を往復移動させてもよい。
【０１２５】
　積込作業が終了した後、積荷を積んだ状態（積荷状態）の運搬機械１が、積荷を排出す
るために、オアパスＯＰに通じるドリフトＤＲを走行する（ステップＳＰ５）。積込位置
ＬＰから出発した運搬機械１は、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向に進行する。ドリフトＤＲを
走行中においては、Ｘ軸方向に関してベッセル７の中心と車体６の中心とは一致し、ベッ
セル７は持ち上げられていない。処理装置５１は、管理装置８０によって生成された経路
ＣＳに従って運搬機械１がドリフトＤＲを走行するように、走行装置５を制御する。運搬
機械１は、ベッセル７が目標位置であるオアパスＯＰに配置されるように、そのオアパス
ＯＰに通じるドリフトＤＲを自律走行する。
【０１２６】
　オアパスＯＰに向かうときも、処理装置５１は、測域センサ６１及び読取装置６５の少
なくとも一方の検出結果と、記憶装置５２の記憶情報とに基づいて、ドリフトＤＲにおけ
る運搬機械１の絶対位置を導出し、運搬機械１がオアパスＯＰに向かって経路ＣＳに従っ
てドリフトＤＲを走行するように、走行装置５を制御する。処理装置５１は、測域センサ
６１及び読取装置６５の少なくとも一方の検出結果に基づいて、ベッセル７がオアパスＯ
Ｐに配置されるように、オアパスＯＰに通じるドリフトＤＲにおいて走行装置５を制御す
る。また、処理装置５１は、測域センサ６１の検出結果に基づいて、運搬機械１がドリフ
トＤＲに沿って走行するように、走行装置５を制御する。例えば、処理装置５１は、ドリ
フトＤＲの走行中に運搬機械１がドリフトＤＲの壁面に接触しないように、走行装置５を
制御する。
【０１２７】
　図２２は、オアパスＯＰにおいてベッセル７から積荷が排出される状態の一例を示す図
である。運搬機械１がオアパスＯＰに到着した後、処理装置５１は、サイドダンプ機構１
９を作動して、ベッセル７を持ち上げる。これにより、図２２に示すように、ベッセル７
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の上昇に伴って、サイドゲート２５が回動し、ベッセル本体２４とサイドゲート２５との
間に開口７Ｋが形成される。ベッセル７の積荷は、開口７Ｋを介してベッセル７から排出
される（ステップＳＰ６）。図２２に示す例においては、車体６の－Ｘ側に積荷が排出さ
れるようにベッセル７が持ち上げられる。
【０１２８】
　ベッセル７から積荷を排出するとき、処理装置５１は、スライド機構１８を作動して、
ベッセル７の少なくとも一部が車体６の外側に配置されるように、ベッセル６を移動して
もよい。例えば、処理装置５１は、スライド機構１８を作動して、ベッセル７を－Ｘ方向
に移動した後、サイドダンプ機構１９を作動して、ベッセル７を持ち上げてもよい。処理
装置５１は、ベッセル７を－Ｘ方向に移動しつつ、ベッセル７を持ち上げてもよい。
【０１２９】
　積荷の排出作業が終了した後、空荷状態の運搬機械１は、積込作業のために、積込位置
ＬＰに向かって走行を開始する。運搬機械１は、以上の処理を繰り返す。
【０１３０】
　なお、図１９及び図２０に示した例においては、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向に進行する
運搬機械１が、＋Ｘ側のクロスカットＣＲに配置されている積込機械２から積荷を積み込
まれる例について説明した。図３などを参照して説明したように、運搬機械１に対して－
Ｘ側のクロスカットＣＲに配置されている積込機械２から運搬機械１に積荷が積み込まれ
てもよい。例えば、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向に進行する運搬機械１に対して－Ｘ側に配
置されている積込位置ＬＰにベッセル７が配置されるように、処理装置５１は、測域セン
サ６１を使って、運搬機械１と、運搬機械１に対して－Ｘ側に配置されている積込機械２
との相対位置を検出し、その検出結果に基づいて、その積込機械２のフィーダ装置９１の
供給部の下方にベッセル７が配置されるように、スライド機構１８を制御して、ベッセル
７を－Ｘ方向に移動して、積込機械２に対するベッセル７の位置を調整してもよい。この
場合においても、積込位置ＬＰにベッセル７が進入するときにフィーダ装置９１に近い位
置に配置される上面３４Ｂ及び上面４４Ｂが低い位置に配置されているため、フィーダ装
置９１と車体６とが接触することが抑制される。本実施形態においては、運搬機械１は左
右対称なので、運搬機械１に対する＋Ｘ側からの積荷の積込作業及び－Ｘ側からの積荷の
積込作業のそれぞれが円滑に行われる。このように、運搬機械１の進行方向に対して両側
のいずれか一方に積込位置ＬＰが定められても、その両側のいずれか一方からの積込作業
が円滑に行われる。
【０１３１】
　なお、本実施形態においては、ドリフトＤＲを＋Ｙ方向に進行する運搬機械１が、＋Ｙ

０方向に移動しつつ積込位置ＬＰに進入した後、運搬機械１に対する積込作業が行われ、
その積込作業後、運搬機械１が積込位置ＬＰから＋Ｙ０方向に移動する例について説明し
た。もちろん、ドリフトＤＲを－Ｙ０方向に進行する運搬機械１が、－Ｙ０方向に移動し
つつ積込位置ＬＰに進入した後、運搬機械１に対する積込作業が行われ、その積込作業後
、運搬機械１が積込位置ＬＰから－Ｙ０方向に移動してもよい。運搬機械１が－Ｙ０方向
に移動する場合、リア部６Ｂがフロント部として機能し、リア走行装置５Ｂがフロント走
行装置として機能してもよい。また、そのときの積込位置ＬＰは、運搬機械１の＋Ｘ側に
定められてもよいし、－Ｘ側に定められてもよい。積込位置ＬＰが＋Ｘ側に定められる場
合、ベッセル７が＋Ｘ側にスライドし、積込位置ＬＰが－Ｘ側に定められる場合、ベッセ
ル７が－Ｘ側にスライドしてもよい。また、ドリフトＤＲを＋Ｙ０方向（又は－Ｙ０方向
）に進行する運搬機械１が、＋Ｙ０方向（又は－Ｙ０方向）に移動しつつ積込位置ＬＰに
進入した後、運搬機械１に対する積込作業が行われ、その積込作業後、運搬機械１が積込
位置ＬＰから－Ｙ０方向（又は＋Ｙ０方向）に移動してもよい。すなわち、積込作業のた
めに積込位置ＬＰに進入するときと、積込作業後に積込位置ＬＰから出発するときとで、
運搬機械１の進行方向が切り替えられてもよい。本実施形態においては、運搬機械１は、
前後対称なので、進行方向が切り替えられても、＋Ｙ０方向及び－Ｙ０方向のいずれの方
向にも円滑に走行可能である。
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【０１３２】
＜障害物検知＞
　上述のように、本実施形態において、運搬機械１は、障害物を検出する非接触センサ６
２を有する。運搬機械１がドリフトＤＲを走行中において、非接触センサ６２がドリフト
ＤＲに存在する障害物を検出した場合、処理装置５１は、通信システム４を介して、管制
施設３の管理装置８０に、非接触センサ６２の検出結果を出力する。管理装置８０は、例
えば、その障害物を回避するように、経路ＣＳを作成してもよい。
【０１３３】
　また、非接触センサ６２が運搬機械１の前方の障害物を検出した場合、処理装置５１は
、走行装置５を制御して、運搬機械１と障害物とが接触しないように、運搬機械１の走行
を停止させたり、運搬機械１を後退させたり、障害物を回避して走行させたりしてもよい
。
【０１３４】
　図２３は、運搬機械１の別の例を示す。図２３において、運搬機械１は、路面の障害物
又は異物を払うバンパー１５０を有する。非接触センサ６２により運搬機械１の前方の障
害物が検出された場合、運搬機械１は、バンパー１５０で障害物を押しのけつつ、走行を
継続してもよい。
【０１３５】
＜バッテリ交換＞
　上述のように、運搬機械１の少なくとも一部は、バッテリ１２から供給される電力によ
って作動する。図２４は、バッテリ１２が保持部１３及び保持部１４から解放される例を
示す。図２４に示すように、バッテリ１２は、交換可能である。ドリフトＤＲの一部には
、バッテリ１２を交換するための交換ステーションＥＸ（図２参照）が設けられる。保持
部１３及び保持部１４は、バッテリ１２を着脱可能に保持する。バッテリ１２の残存容量
が低下した場合、運搬機械１は、交換ステーションＥＸに移動して、バッテリ１２を交換
することができる。本実施形態において、バッテリ１２は、凹部３７に対して前後にスラ
イドさせることによって交換可能である。凹部４７についても同様である。
【０１３６】
　なお、本実施形態においては、保持部１３及び保持部１４に着脱可能に保持される機器
１２がバッテリであることとした。機器１２は、バッテリに限定されない。例えば、走行
に関するプログラムを記憶した記憶装置を含む電子機器が、保持部１３及び保持部１４に
着脱可能に保持されてもよい。また、本実施形態においては、走行装置５が電力により作
動することとしたが、燃料で走行する場合、保持部１３及び保持部１４に燃料を収容した
容器が着脱可能に保持されてもよい。そのような機器１２であっても、交換ステーション
ＥＸにおいて交換することができる。
【０１３７】
＜管理システムによる管理＞
　上述の実施形態においては、運搬機械１に搭載された測域センサ６１などの検出システ
ム６０を使って、運搬機械１が自律走行する例について説明した。例えば、積込機械２に
配置された検出システム６０２、及びドリフトＤＲに配置された検出システム６０Ｄを含
む管理システム１００を用いて、運搬機械１が制御されてもよい。
【０１３８】
　図２５は、積込機械２に搭載された検出システム６０２の測域センサ６１２、及び坑道
Ｒに配置された検出システム６０Ｄの測域センサ６１Ｄの一例を示す図である。例えば、
上述の実施形態においては、運搬機械１と積込機械２との相対位置が、運搬機械１に配置
された測域センサ６１により検出された。積込機械２に設けられた測域センサ（位置検出
装置）６１２により、運搬機械１と積込機械２との相対位置が検出されてもよい。その相
対位置の検出結果は、積込機械２から運搬機械１に送信されてもよいし、積込機械２から
管理装置８０を介して運搬機械１に送信されてもよい。運搬機械１の処理装置５１は、そ
の測域センサ６１２の検出結果に基づいて、積込機械２による積込位置ＬＰにベッセル７
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が配置されるように、ベッセル７の位置を調整してもよい。処理装置５１は、スライド機
構１８を使ってベッセル７の位置を調整してもよいし、走行装置５を使ってベッセル７の
位置を調整してもよい。また、管理装置８０が、測域センサ６１２の検出結果に基づいて
、積込位置ＬＰにベッセル７が配置されるように、支持装置１７及び走行装置５に指令信
号を送信してもよい。すなわち、管理装置８０が、運搬機械１を遠隔操作してもよい。
【０１３９】
　また、測域センサ６１Ｄが、ドリフトＤＲ及びクロスカットＣＲの一方又は両方の所定
位置に配置されてもよい。測域センサ６１Ｄが、積込位置ＬＰに配置される運搬機械１及
び積込機械２を検出可能な位置に配置されていれば、運搬機械１と積込機械２との相対位
置を検出可能である。その測域センサ６１Ｄの検出結果は、管理装置８０を介して、運搬
機械１に送信されてもよい。
【０１４０】
　また、上述の実施形態においては、運搬機械１とドリフトＤＲの壁面との相対位置又は
運搬機械１の絶対位置が、運搬機械１に配置された測域センサ６１及び読取装置６５など
を含む検出システム６０によって検出された。例えば、ドリフトＤＲに、運搬機械１に配
置された識別子を読み取り可能な読取装置を複数設け、その読取装置の検出結果に基づい
て、運搬機械１の絶対位置が求められてもよい。この場合、その読取装置が、ドリフトＤ
Ｒ（坑道Ｒ）を走行する運搬機械１の位置を検出する位置検出装置として機能する。また
、ドリフトＤＲに、運搬機械１との相対位置を検出可能な測域センサ６１Ｄを複数設けて
もよい。ドリフトＤＲに設けられた検出システム６０Ｄの検出結果に基づいて、運搬機械
１のベッセル７が目的位置（積込位置ＬＰ、オアパスＯＰなど）に配置されるように、そ
の目的位置に通じるドリフトＤＲにおいて運搬機械１の走行装置５が制御されてもよい。
その走行装置５の制御は、管理装置８０が行ってもよい。すなわち、管理装置８０が、ド
リフトＤＲに配置された検出システム６０Ｄの検出結果に基づいて、運搬機械１を目的位
置に移動させるための指令信号を送信し、走行装置５は、その指令信号に基づいて、走行
してもよい。すなわち、管理装置８０が、運搬機械１を遠隔操作してもよい。
【０１４１】
　また、ベッセル７の積荷の状態を検出可能な撮像装置（積荷検出装置、外形検出装置）
が、積込機械２に搭載されてもよいし、ドリフトＤＲの所定位置に配置されてもよい。そ
の撮像装置の検出結果に基づいて、ベッセル７の位置が調整されたり、ベッセル７のスラ
イド移動量が調整されたり、ベッセル７がＸ軸方向に往復移動されたりしてもよい。また
、運搬機械１に配置された撮像装置、積込機械２に配置された撮像装置、及びドリフトＤ
Ｒの所定位置に配置された撮像装置の少なくとも一つを使って検出されたベッセル７の積
荷の状態に基づいて、積込機械２の積込条件が制御されてもよい。積込機械２の積込条件
は、フィーダ装置９１による積荷の単位時間当たりの供給量（フィーダ速度）、及びベッ
セル７に対する積込機械２の位置を含む。
【０１４２】
　また、ベッセル７の積荷の状態を検出可能な、運搬機械１、積込機械２、及びドリフト
ＤＲの少なくとも一つに配置された撮像装置、及びベッセル７の重量を検出可能な重量セ
ンサの少なくとも一方の検出結果に基づいて、積込機械２の積込条件が制御されてもよい
。この場合の積込機械２の積込条件は、フィーダ装置９１のフィーダ速度、及び積込機械
２によりベッセル７に積み込まれた積荷の積込量（総重量）の少なくとも一方を含む。
【０１４３】
＜まとめ＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、運搬機械１の外形及び構造が実質的に前後
対称なので、運搬機械１は、フロント部６Ａの前方方向である＋Ｙ方向及びリア部６Ｂの
前方方向である－Ｙ方向のいずれの方向にも円滑に走行可能である。運搬機械が前後対称
でない場合、例えば、フロント部の前方方向に向かって走行することは可能であるが、リ
ア部の前方方向に向かって円滑に走行できなくなる可能性がある。前後対称でない運搬機
械が進行方向を切り替える場合、例えば、フロント部を＋Ｙ０方向に向けて走行後、フロ



(23) JP 6243687 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

ント部が－Ｙ０方向を向くように、坑道Ｒ内においてスイッチバック動作（切り返し動作
）することが考えられる。しかし、坑道Ｒの大きさ（幅）は制限される場合が多い。そう
すると、そのようなスイッチバック動作は困難となる可能性がある。本実施形態において
は、運搬機械１が前後対称なので、そのようなスイッチバック動作などを行うことなく、
いずれの方向にも円滑に進行することができる。
【０１４４】
　また、本実施形態において、運搬機械１は、左右対称である。そのため、ドリフトＤＲ
の両側（＋Ｘ０側及び－Ｘ０側）に積込位置ＬＰ及びドローポイントＤＰが定められてい
ても、その両側からの積込作業が円滑に行われる。
【０１４５】
　また、本実施形態においては、フロント走行装置５Ａとリア走行装置５Ｂとの間にベッ
セル７が配置されているため、運搬機械１の高さが高くなることが抑制される。坑道Ｒの
大きさ（高さ）は制限される場合が多い。本実施形態においては、運搬機械１の車高が抑
制されるため、運搬機械１は、狭い坑道Ｒを円滑に走行可能である。
【０１４６】
　また、本実施形態においては、前輪８が前輪駆動装置１０によって駆動され、後輪９が
後輪駆動装置１１によって駆動される、全輪駆動方式である。したがって、走行装置５は
、坑道Ｒを円滑に移動可能である。また、運搬機械１の前後のそれぞれに、電気モータ１
６をそれぞれ含む前輪駆動装置１０及び後輪駆動装置１１が配置されるため、運搬機械１
の車高が高くなることを抑制することができるとともに、高い出力を有する電気モータ１
６（１６０）を配置することができる。
【０１４７】
　また、本実施形態においては、ベッセル７を支持する支持装置１７は、前輪８の上端部
及び後輪９の上端部よりも下方に配置される。こうすることによっても、運搬機械１の高
さが高くなることが抑制される。
【０１４８】
　また、本実施形態においては、ベッセル７は、スライド機構１８によりＸ軸方向に移動
される。したがって、狭い坑道Ｒにおいて、ベッセル７をフィーダ装置９１の下方に円滑
に潜り込ませることができ、積込作業を円滑に行うことができる。すなわち、高さに制限
がある坑道Ｒにおいて、ベッセル７とともに車体６の一部もフィーダ装置９１の下方に配
置することは困難である可能性が高い。本実施形態においては、ベッセル７をスライドさ
せてベッセル７のみをフィーダ装置９１の下方に配置することが可能である。したがって
、狭い坑道Ｒにおいても、フィーダ装置９１は、積込作業を円滑に行うことができる。ま
た、本実施形態において、ベッセル７は、＋Ｘ側及び－Ｘ側の両側にスライド可能である
。したがって、運搬機械１に対して＋Ｘ側及び－Ｘ側のそれぞれに配置される積込機械２
に対してベッセル７を円滑に位置決めすることができる。
【０１４９】
　また、本実施形態において、支持装置１７は、サイドダンプ機構１９を含み、運搬機械
１は、サイドダンプ方式で、ベッセル７の積荷を排出する。これにより、運搬機械１の高
さが高くなることが抑制される。
【０１５０】
　また、本実施形態においては、Ｘ軸方向に関して、フロント部６Ａの上面（第１上面）
３４Ａ及び上面（第１上面）３４Ｂが、上面３４Ａと上面３４Ｂとの間のバッテリ１２の
上面（第３上面）１２Ｄよりも下方に配置され、リア部６Ｂの上面（第４上面）４４Ａ及
び上面（第５上面）４４Ｂが、上面４４Ａと上面４４Ｂとの間のバッテリ１２の上面１２
Ｄよりも下方に配置される。したがって、例えば、フィーダ装置９１の下方にベッセル７
を配置するとき、フィーダ装置９１の供給部よりも下方に上面３４Ａ、上面３４Ｂ、上面
４４Ａ、及び上面４４Ｂの少なくとも一つが配置された状態で、車体６の少なくとも一部
をフィーダ装置９１の供給部の下方に進入させることができる。そのため、フィーダ装置
９１と車体６との接触を抑制しつつ、フィーダ装置９１の下方にベッセル７を配置するこ
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とができる。また、本実施形態においては、ベッセル７の上面７Ａは、上面３４及び上面
４４と同じ高さ、又は上面３４及び上面４４よりも低い位置に配置されるため、フィーダ
装置９１と車体６との接触を抑制しつつ、フィーダ装置９１の下方にベッセル７を配置す
ることができる。
【０１５１】
　また、上面３４及び上面４４を低くすることによって、フロント部６Ａ及びリア部６Ｂ
に配置しきれなかった機器１２は、Ｘ軸方向に関して中央部に配置すればよく、運搬機械
１は、必要な機器１２を搭載した状態で走行可能である。
【０１５２】
　また、本実施形態において、機器１２は、保持部１３及び保持部１４のそれぞれに着脱
可能に保持されるため、機器１２を円滑に交換可能である。機器１２がバッテリのような
消耗品である場合、あるいは、コンピュータプログラム又は電子機器のような更新される
機器である場合、その機器１２が交換可能であることによって、運搬機械１は、円滑に走
行可能である。
【０１５３】
　なお、本実施形態において、保持部１３及び保持部１４の両方が機器１２を着脱可能に
保持してもよいし、保持部１３及び保持部１４のいずれか一方が機器１２を着脱可能に保
持し、他方が機器１２を着脱不可能に保持してもよい。
【０１５４】
　なお、本実施形態において、上面３４Ａ、バッテリ１２の上面１２Ｄ、及び上面３４Ｂ
を覆うように、バッテリ１２を保護する保護部材（バッテリカバー）が配置されてもよい
し、検出システム６０の各種のセンサを取り付けるためのブラケットが配置されてもよい
。その場合、Ｘ軸方向に関してフロント部６Ａの一端部を含むフロント部６Ａの第１上面
と、他端部を含むフロント部６Ｂの第２上面と、第１上面と第２上面との間に配置され、
第１上面及び第２上面よりも上方に配置される第３上面とを、その保護部材又はブラケッ
トが有してもよい。すなわち、第１上面及び第２上面が、車体６とは別の部材に配置され
てもよい。あるいは、第１上面及び第２上面を有する部材が、車体６（フロント部６Ａ）
の一部とみなされてもよい。リア部６Ｂについても同様である。
【０１５５】
　なお、本実施形態において、ベッセル７とは異なる構造物がベッセル７に取り付けられ
てもよい。図２６は、ベッセル７とは異なる構造物として、バッテリ１２を保護するため
の保護部材（バッテリガード）１７０がベッセル７に取り付けられている例を示す。保護
部材１７０は、例えばベッセル７に対する積荷の積込作業において、バッテリ１２に積荷
（鉱石）が当たることを防止する部材である。図２６に示すように、保護部材１７０は、
ベッセル７の上面７Ａ、フロント部６Ａの上面３４、リア部６Ｂの上面４４、及びバッテ
リ１２の上面１２Ｄよりも上方に配置される。なお、図２６において、ベッセル７の上面
７Ａは、上面３４及び上面４４よりも下方に配置されてもよいし、上方に配置されてもよ
いし、上面３４及び上面４４と同一平面内に配置されてもよい。なお、図２６に示す例に
おいて、保護部材１７０はベッセル７とは異なる構造物であるが、ベッセル７の一部とみ
なされてもよい。その場合、ベッセル７の上面は、上面３４、上面４４、及び上面１２Ｄ
よりも上方に配置されることとなる。
【０１５６】
　なお、本実施形態において、上面３４（上面３４Ａ及び上面３４Ｂ）が車体６（フロン
ト部６Ａ）に配置され、上面３４Ａと上面３４Ｂとの間に配置される上面１２Ｄが、車体
６とは別の機器１２に配置されることとした。車体６と機器１２とが一体でもよい。すな
わち、上面３４と上面１２Ｄとが単一の部材の上面でもよい。上面４４（上面４４Ａ及び
上面４４Ｂ）と上面１２Ｄについても同様である。
【０１５７】
　また、本実施形態においては、ベッセル７の積荷の外形（荷姿）を検出する撮像装置６
４が設けられている。したがって、その撮像装置６４の検出結果に基づいて、積荷の外形
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が所望の形状となるように、フィーダ装置９１の供給部に対するベッセル７の位置を調整
したり、ベッセル７を往復移動させたりすることができる。そのため、荷崩れ又は荷こぼ
れが抑制され、ベッセル７における積荷の満杯率を高くした状態で、その積荷を運搬する
ことができる。
【０１５８】
　また、本実施形態において、処理装置５１は、検出システム６０の検出結果に基づいて
、自律走行可能である。処理装置５１は、検出システム６０（測域センサ６１など）の検
出結果に基づいて、運搬機械１と積込機械２との相対位置を求めることができるため、積
込機械２に対してベッセル７を最適な位置に配置することができる。また、処理装置５１
は、検出システム６０（測域センサ６１など）の検出結果に基づいて、運搬機械１とドリ
フトＤＲの壁面との相対位置を求めることができるため、ドリフトＤＲとの接触を抑制し
つつ、走行装置５を走行させることができる。また、処理装置５１は、検出システム６０
（読取装置６５など）の検出結果に基づいて、運搬機械１の絶対位置を求めることができ
るため、運搬機械１を円滑に自律走行させることができる。
【０１５９】
　なお、上述の実施形態においては、ベッセル７は、車体６とは別体に設けられ、車体６
に移動可能に支持されることとした。ベッセル７は、車体６と一体に設けられてもよい。
【０１６０】
　なお、上述の実施形態において、運搬機械１に作業者が搭乗し、その作業者の操作によ
って運搬機械１が走行する、有人車でもよい。
【０１６１】
　上述した各実施形態の構成要件は、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のも
の、所謂、均等の範囲のものを含む。また、上述した各実施形態の構成要件は、適宜組み
合わせることができる。また、一部の構成要素を用いない場合もある。
【符号の説明】
【０１６２】
　１　運搬機械
　２　積込機械
　３　管制施設
　４　通信システム
　５　走行装置
　５Ａ　フロント走行装置
　５Ｂ　リア走行装置
　６　車体
　６Ａ　フロント部
　６Ｂ　リア部
　６Ｃ　凹部
　６Ｄ　中間部
　７　ベッセル
　８　前輪
　９　後輪
　１０　前輪駆動装置
　１１　後輪駆動装置
　１２　機器（バッテリ）
　１２Ｄ　上面
　１３　保持部
　１４　保持部
　１７　支持装置
　１８　スライド機構
　１９　サイドダンプ機構
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　３４　上面
　３４Ａ　上面
　３４Ｂ　上面
　４４　上面
　４４Ａ　上面
　４４Ｂ　上面
　５１　処理装置
　５２　記憶装置
　５３　通信装置
　６０　検出システム
　６１　測域センサ
　６２　非接触センサ
　６３　重量センサ
　６４　撮像装置
　６５　読取装置
　６６　速度センサ
　６７　加速度センサ
　６８　ステアリングセンサ
　８０　管理装置
　８２　処理装置
　１００　管理システム
　６０２　検出システム
　６０Ｄ　検出システム
　ＡＸ　中心
　ＣＲ　クロスカット（第２坑道）
　ＤＰ　ドローポイント
　ＤＲ　ドリフト（第１坑道）
　ＬＰ　積込位置
　Ｍ　マーク
　ＯＰ　オアパス（排土位置）
　Ｒ　坑道
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